
 

 

令和６年度青森県県外人材雇用受入環境整備支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、農業分野における県外人材の受入拡大により、労働力の安定確保を図るため、

農業者等が行う県外人材の居住環境の整備に要する経費について、令和６年度予算の範

囲内において、当該農業者等に対し、青森県県外人材雇用受入環境整備支援事業費補助

金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、青森県補助

金等の交付に関する規則（昭和 45 年３月青森県規則第 10 号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象経費等） 

第２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、事業実施主体及

び補助金の額は、別表のとおりとする。 

 

（申請書等） 

第３ 規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。 

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書

類は、次のとおりとする。 

（１）補助対象経費の内容を明らかにした書類 

（２）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付の条件） 

第４ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第５条の規

定により付された条件となるものとする。 

（１）補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）について、事業費の

30 パーセントを超える増減又は補助金の増を伴う変更をする場合において、事業変更

承認申請書（第２号様式）を知事に提出してその承認を受けること。 

なお、これらの変更に該当しない場合であっても、変更の内容を十分に精査し、必

要に応じて知事の指導を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止（廃止）承認申請書（第

２号様式）を知事に提出してその承認を受けること。 

（３）補助事業（補助対象経費の工事を伴う経費に限る。）に着手したときは着工届（第

３号様式）を遅滞なく知事に提出すること。 

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

において、速やかにその旨を知事に報告して、その指示を受けること。 

（５）補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにす

る書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から５年間整

備保管しておくこと。 

（６）補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理台帳（第４

号様式）その他関係書類を第１０に規定する期間、整備保管すること。 



 

 

（７）補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を常に良好な状態で管理すると

ともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。 

（８）補助事業の実施に当たって、建築基準法その他関係法令を遵守すること。 

（９）規則第 19 条本文の規定により、知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入

があった場合において、知事の定めるところにより、その収入の全部又は一部を県に

納付すること。 

（10）事業実施年度から３年間、各年度における取組状況について記載した事業成果報告

書（第５号様式）を作成し、各年度の翌年度の４月 15 日までに知事に提出すること。

なお、県外人材の受入計画の最終年度に、計画人数を達成できなかった場合は、併せ

て、改善計画（第６号様式）を提出すること。 

 

（申請の取下げの期日） 

第５ 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交

付の決定の通知を受けた日から起算して 15 日を経過した日とする。 

 

（補助金の交付方法） 

第６ 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、知事が必要があると認めるときは、

概算払により交付することがある。 

 

（補助金の請求） 

第７ 補助金の請求は、補助金（概算払）請求書（第７号様式）を知事に提出して行うも

のとする。 

 

（実績報告） 

第８ 規則第 12 条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃止の承認を受

けた場合は、その日）から起算して 30 日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の翌

年度の４月 15 日のいずれか早い期日までに事業完了（廃止）実績報告書（第８号様式）

に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

（１）補助対象経費の支払状況が確認できる書類の写し 

（２）財産管理台帳（第４号様式）の写し 

（３）その他知事が必要と認める書類 

 

（処分の制限を受ける財産） 

第９ 規則第 19 条第４号及び第５号に掲げる処分の制限を受ける財産は、その取得価格又

は効用の増加価格が 50 万円以上のものとする。 

 

（処分の制限を受ける期間） 

第１０ 規則第 19 条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数を経過す

るまでの期間とする。 



 

 

 

 

附 則 

この要綱は、令和６年 7月 29 日から施行する。 

 

 

  



 

 

別表（第２関係） 

補助対象経費 事業実施主体 補助金の額 

 

事業実施主体が、農業分野における県外人材

の受入拡大に向けて、次に掲げる県外人材の居

住環境の整備のために行う改修等に要する経費 

（１）居住スペース 

（２）トイレ 

（３）浴室（シャワー室） 

（４）空調設備 

（５）Wi-Fi 設備 

（６）その他知事が必要と認めるもの 

 

次のいずれかに該当するもの 

（１）認定農業者(農業経営基盤強化促進法（昭和 55

年法律第 65 号）第 12 条第１項の認定を受けた

者をいう。) 

（２）次のいずれかの認定を受けた者 

ア 農業経営士 

イ 青年農業士 

ウ ViC・ウーマン 

（３）農業協同組合（農業協同組合の子会社を含む。） 

（４）２戸以上の農業者（法人を含む。）で組織さ

れた団体 

 

 

 

補助対象経費（消費税及び地方消費税を除

く。）の３分の１に相当する額（その額に千円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額。）又は 1,500 千円のいずれか低い額以内

の額 

 

 


